
運用実績の推移 （インデックスは設定日＝10,000として指数化：月次）

0 円2023年4月

0 円2024年4月

基準価額騰落額（分配金込み）

要因項目

    株価要因

8.2% 8.4%

6ヵ月 14.4% 14.8%

設定来 203.7% 229.0% 設定来累計 0 円

組入上位10銘柄

2025年12月30日 現在

2025年12月30日 現在

2025年12月30日 現在

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
愛称：Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 2025年12月30日

（月次改訂） 

基準価額※ 30,371 円

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

運用実績

1ヵ月 0.8% 0.9% 2025年4月 0 円

純資産総額 877.9億円

騰落率

期間 ファンド インデックス

3ヵ月

資産内容

2.6%

1年 5.7% 6.5% 2022年4月 0 円

3年 44.1% 47.3% 2021年4月 0 円

基準価額変動の要因分解

直近1ヵ月の騰落

244 円

275 円

-20 円

-12 円

・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報
酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際の
ファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費
用・税金等は考慮しておりません。

    為替要因

    その他（信託報酬等）

その他の資産 0.8% 家庭用品 6.5%

株式 99.2% 化学 9.1%

純資産比

・配当利回り：組入銘柄の配当利回り（課税前、実績
配当ベース）を組入比率で加重平均して算出してお
ります。
（FactSetのデータに基づき野村アセットマネジメント
作成）

株式先物 0.7% 機械 9.0%

資産別配分 業種別配分 ポートフォリオ特性値

資産 純資産比 業種

株式計 99.9% 保険 7.1%

配当利回り（年率）

実質外貨比率 99.9%

その他の資産 0.8% ・実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比
率をいいます。合計 100.0%

合計（※） - 資本市場 5.9%

※先物の建玉がある場合は合計欄を表示しており
ません。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファン
ドが保有するマザーファンド比率から算出しておりま
す。

その他の業種 61.6%

・ETFはその他の業種に含まれます。

CARDINAL HEALTH INC ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ 1.8%

C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 航空貨物・物流サービス 1.8%

銘柄 業種 純資産比

ALBEMARLE CORP 化学 2.2%

1.7%

CHUBB LTD 保険 1.6%

KENVUE INC パーソナルケア用品 1.6%

組入銘柄数  69 銘柄

EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC 航空貨物・物流サービス 1.8%

NUCOR CORP 金属・鉱業 1.7%

・純資産比は、マザーファンドの純資産
比と当ファンドが保有するマザーファン
ド比率から算出しております。

DOVER CORP 機械

合計 17.4%

CATERPILLAR INC DEL 機械 1.6%

S&P GLOBAL INC 資本市場 1.6%

商号 野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号

一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

◆設定・運用は

追加型投信／海外／株式／インデックス型

●信託設定日 2017年1月10日

●信託期間 無期限

●決算日 原則 4月22日

（同日が休業日の場合は翌営業日）
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ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、

販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決
定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

設定来＝2017年1月10日以降

※分配金控除後

・左記は、基準日

の直近1ヵ月の基

準価額（分配金込

み）の騰落額を委

託会社が一定の

条件の基に算出し

たもので、円貨に

て表示しておりま

す。
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
愛称：Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 2025年12月30日

（月次改訂） 

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド
の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ
ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって
は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

コメント

ファンドの特色

〇先月の投資環境
S&P500配当貴族指数（配当込み、ドルベース）は0.38％下落しました。株式市場は、上旬はFOMC（米連邦公開市場委員会）を控
え、2026年の利下げペースを巡る不透明感などから軟調に推移しました。中旬以降はFRB（米連邦準備制度理事会）による利下
げが行なわれたことや、11月のCPI（消費者物価指数）上昇率の鈍化などを受け2026年の追加利下げへの期待が高まったことな
どを背景に上昇しましたが、月間では下落しました。

〇先月の業種別パフォーマンス寄与
寄与度上位の業種は資本財・サービス、金融、素材、寄与度下位の業種は生活必需品、ヘルスケア、公益事業でした。

商号 野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号

一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

◆設定・運用は

● 米国の株式を実質的な主要投資対象※とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

● 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を
目指して運用を行ないます。

・ 「S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）」は、S&P 500配当貴族指数（配当込み・米ドル建て）を委託会社において円換算した
ものです。

・ S&P 500配当貴族指数とは、S&P Dow Jones Indices LLC が開発し算出している米国の株価指数です。当該指数は、S&P500指数の
構成銘柄のうち25年以上連続で増配している銘柄を対象とし、均等加重により算出されます。年次見直し時の構成銘柄数は最低40銘柄
とし、25年以上連続で増配している銘柄が40銘柄を下回る場合は、20年以上連続で増配している銘柄を配当利回りの高い順に40銘柄に
なるまで追加します。40銘柄に満たない場合は、配当利回りの高い順に40銘柄になるまで追加します。

● 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。

● S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株価指数先物取引等の
デリバティブ取引および為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的また
は為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。

◆効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券（ETF）を実質的に活用する場合があります。

● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

● ファンドは「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」を通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

● 原則、毎年4月22日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。
分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

■指数の著作権等について■

「S&P 500 Dividend Aristocrats Index」（S&P 500配当貴族指数）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社
に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow 
Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されていま
す。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品
への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500 Dividend Aristocrats Indexの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

追加型投信／海外／株式／インデックス型
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
愛称：Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 2025年12月30日

（月次改訂） 

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド
の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ
ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって
は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

投資リスク

【お申込メモ】 【当ファンドに係る費用】

●信託期間 無期限（2017年1月10日設定） ◆ご購入時手数料 ご購入価額に2.2％（税抜2.0％）以内で販売会社が独自に

●決算日および 年1回の決算時（原則、4月22日。休業日の場合は翌営業日） 定める率を乗じて得た額

　 収益分配 に分配の方針に基づき分配します。 ＊詳しくは販売会社にご確認ください。

●ご購入価額 ご購入申込日の翌営業日の基準価額 ◆運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に年0.55％（税抜年0.50％）以内

●ご購入単位 1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円） （2025年7月17日現在年0.55％（税抜年0.50％））の率を

または1万円以上1円単位 乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
※ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。 ◆その他の費用・手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、

●ご換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を 外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払う

差し引いた価額 ファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等が

●お申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日あるいは申込日の お客様の保有期間中、その都度かかります。

翌営業日が、「ニューヨーク証券取引所」の休場日に該当する ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に

場合には、原則、ご購入、ご換金の各お申込みができません。 料率・上限額等を示すことができません。

●課税関係 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時 ◆信託財産留保額（ご換金時） 1万口につき基準価額に0.1％の率を乗じて得た額

および償還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、NISA 上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に

（少額投資非課税制度）の適用対象ファンドにおいてNISAを 応じて異なりますので、表示することができません。

利用した場合には課税されません。ファンドは、NISAの ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

「成長投資枠」および「つみたて投資枠」の対象ですが、販売

会社により取扱いが異なる場合があります。なお、税法が改

正された場合などには、内容が変更になる場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

商号 野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号

一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

◆設定・運用は

≪分配金に関する留意点≫
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計
算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期
決算日の基準価額と比べて下落することになります。
●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購
入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

ファンドは、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の
倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資
しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が
生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

＜委託会社＞ 野村アセットマネジメント株式会社

［ファンドの運用の指図を行なう者］

＜受託会社＞ 野村信託銀行株式会社

［ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。

野村アセットマネジメント株式会社
☆サポートダイヤル☆ 0120-753104 （フリーダイヤル）

＜受付時間＞営業日の午前9時～午後5時
☆インターネットホームページ☆ https://www.nomura-am.co.jp/

【ご留意事項】
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。

追加型投信／海外／株式／インデックス型
マンスリーレポート

3/6



お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
（愛称：Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族）

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

PayPay銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○

株式会社足利銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第43号 ○ ○

株式会社武蔵野銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第38号 ○

株式会社千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第39号 ○ ○

株式会社千葉興業銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第40号 ○

株式会社きらぼし銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第53号 ○ ○

株式会社第四北越銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第47号 ○ ○

株式会社富山銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第1号 ○

株式会社十六銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社百五銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社京都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社紀陽銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8号 ○

株式会社中国銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第2号 ○ ○

株式会社広島銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社山口銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第6号 ○ ○

株式会社百十四銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社福岡銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社筑邦銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第5号 ○

株式会社十八親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第3号 ○

株式会社宮崎銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第5号 ○

株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第6号 ○ ○

株式会社北九州銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第117号 ○ ○

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社静岡中央銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第15号 ○

株式会社もみじ銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第12号 ○ ○

株式会社福岡中央銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第14号 ○

株式会社熊本銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第6号 ○

信金中央金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第258号 ○

京都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第52号 ○

第一勧業信用組合 登録金融機関 関東財務局長（登金）第278号 ○

三菱UFJ eスマート証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○ ○

いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第24号 ○ ○

今村証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第3号 ○ ○

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○ ○

岡地証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第5号 ○ ○

木村証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第6号 ○

九州ＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者 九州財務局長（金商）第18号 ○

京銀証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第392号 ○
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お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
（愛称：Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族）

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号 ○ ○

きらぼしライフデザイン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3198号 ○

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号 ○ ○ ○

寿証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第7号 ○

株式会社しん証券さかもと 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第5号 ○

静銀ティーエム証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第10号 ○

北洋証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号 ○

株式会社スマートプラス 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3031号 ○ ○ ○

むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○

中銀証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第6号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ ○

moomoo証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3335号 ○ ○

西日本シティＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号 ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○

株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170号 ○ ○

野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○

百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号 ○

ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号 ○

ほくほくＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第24号 ○

ＦＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第5号 ○ ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

丸近證券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第35号 ○

岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 ○

三津井証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第14号 ○

水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○

明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第185号 ○

山和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第190号 ○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○
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以下は、取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です｡

お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
（愛称：Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族）

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

佐野信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第223号

大田原信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第219号

飯能信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第203号

西武信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第162号 ○

福井信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第32号

遠州信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第28号

瀬戸信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第46号 ○

碧海信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第66号 ○

蒲郡信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第32号

尼崎信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第39号 ○

吉備信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第22号

広島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第44号 ○

株式会社イオン銀行
(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社ＵＩ銀行
(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券株式会社)

(オンラインサービス専用)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第673号 ○

株式会社きらぼし銀行
(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券株式会社)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第53号 ○ ○

株式会社京都銀行
(委託金融商品取引業者 京銀証券株式会社)

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社肥後銀行
(委託金融商品取引業者 九州ＦＧ証券株式会社)

登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号 ○

株式会社鹿児島銀行
(委託金融商品取引業者 九州ＦＧ証券株式会社)

登録金融機関 九州財務局長（登金）第2号 ○

株式会社SBI新生銀行
(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社SBI新生銀行
(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○
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